
大和市議会議員政治倫理条例施行規程に規定する内容（案） 

 

 

１． 審査請求書の様式 

 

２． 審査会の傍聴に関する規定 

 

３．審査結果及び措置を講じた際の公表方法 

 

 

 

 

【検討事項】 

 

 １．審査結果が決定した際の公表方法について 

 

   〇市議会ホームページへの掲載 

   〇市議会だよりへの掲載 

   〇プレスリリース 

   〇記者会見 

 

 

 ２．措置を講じた際の公表方法について 

 

   〇市議会ホームページへの掲載 

   〇市議会だよりへの掲載 

   〇プレスリリース 

   〇記者会見 
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